
　　① 合併法人が被合併法人の発行済株式の全部を保有している場合

100%

　2. 同一の者による完全支配関係の場合

Ｙ社

吸収
合併

 合併法人が被合併法人の発行済株式の全部を
 保有していること

　1. 当事者間の完全支配関係の場合

Ｘ社

無 対 価 合 併 と 適 格 と な る 資 本 関 係

 合併前に次の①から④のいずれかの関係があり、
 かつ、合併後に同一の者と合併法人との間に、
 その同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれる場合

Ｐ社　ｏｒ　甲一族　

100%

Ｙ社

Ｘ社

吸収
合併 100%



Ｘ社 Ｙ社

吸収合併

Ｙ社

Ｐ社

　　② 一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式の全部を保有している場合

Ｘ社

100% 100%

吸収合併

甲一族

吸収合併

甲

100% 100%

Ｘ社

40%

　　 ※　国税庁質疑応答事例「無対価合併に係る適格判定について（株主が個人である場合）」

甲一族

適格合併 適格合併 非適格合併

100% 100%

Ｙ社

　　③ 合併法人及びその合併法人の発行済株式の全部を保有する者が
　　　　被合併法人の発行済株式の全部を保有している場合

Ｐ社　ｏｒ　甲

Ｘ社

100%

吸収
合併

Ｐ社　ｏｒ　甲

　　④ 被合併法人及びその被合併法人の発行済株式の全部を保有する者が
　　　　合併法人の発行済株式の全部を保有している場合

60%

吸収
合併

40%

Ｙ社

60%

100%Ｘ社

Ｙ社



 

法 第二条 

十二の七の五  支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資（当該法人が有する自己

の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。）の総数若しくは総額の

百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係

として政令で定める関係（以下この号において「当事者間の支配の関係」という。）又は一の者

との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。  

 

十二の七の六  完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に

保有する関係として政令で定める関係（以下この号において「当事者間の完全支配の関係」と

いう。）又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。  

 

（支配関係及び完全支配関係）  

令 第四条の二  （省略） 

 

２  法第二条第十二号の七の六 に規定する政令で定める関係は、一の者（その者が個人であ

る場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人が・・・・・・・・が

（以下、省略） 

 

（同族関係者の範囲）  

令 第四条  法第二条第十号 （同族会社の意義）に規定する政令で定める特殊の関係のある

個人は、次に掲げる者とする。  

一  株主等の親族  

二  株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者  

三  株主等（個人である株主等に限る。次号において同じ。）の使用人  

四  前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持し

ているもの  

五  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族  

 

 



 

十二の八  適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式

（合併法人の株式又は出資をいう。）又は合併親法人株式（合併法人との間に当該合併法人

の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資

をいう。）のいずれか一方の株式又は出資以外の資産（当該株主等に対する剰余金の配当等

（株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。）として交付され

る金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価と

して交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されないものをいう。  

イ その合併に係る被合併法人と合併法人（当該合併が法人を設立する合併（以下この号にお

いて「新設合併」という。）である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人）との間

にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該

合併 

ロ その合併に係る被合併法人と合併法人（当該合併が新設合併である場合にあつては、当該

被合併法人と他の被合併法人）との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令

で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの 

（１） 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百

分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事す

ることが見込まれていること（当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行

うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業

務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込

まれていること。）。 

（２） 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に

係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること（当該合併後に当該合併

法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、

当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併

法人において引き続き営まれることが見込まれていること。）。 

ハ その合併に係る被合併法人と合併法人（当該合併が新設合併である場合にあつては、当該

被合併法人と他の被合併法人）とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの 

 

 



 

（適格組織再編成における株式の保有関係等）  

令 第四条の三   

２  法第二条第十二号の八 イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係と

する。  

一  合併に係る被合併法人と合併法人（当該合併が法人を設立する合併（次項及び第四項に

おいて「新設合併」という。）である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下

この項において同じ。）との間にいずれか一方の法人による完全支配関係（当該合併が被合

併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されない合併（以下第四項までにお

いて「無対価合併」という。）である場合にあつては、合併法人が被合併法人の発行済株式等

の全部を保有する関係に限る。）がある場合における当該完全支配関係（次号に掲げる関係

に該当するものを除く。）  

二  合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係

（当該合併が無対価合併である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完

全支配関係に限る。）があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人

との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること（当該合併後に当該同一の者を

被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該同一の

者と当該合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当

該適格合併に係る合併法人と当該合併に係る合併法人との間に当該適格合併に係る合併法

人による完全支配関係が継続することとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併

法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併

の直前の時まで当該同一の者と当該合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が

継続することとする。）が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法

人との間の関係  

イ 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係 

ロ 一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係 

ハ 合併法人及び当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が被合併法人の発行済

株式等の全部を保有する関係 

ニ 被合併法人及び当該被合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が合併法人の発行

済株式等の全部を保有する関係 



 

３  法第二条第十二号の八 ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係

（前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。）とする。  

一  合併に係る被合併法人と合併法人（当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被

合併法人と他の被合併法人）との間にいずれか一方の法人による支配関係（当該合併が無

対価合併である場合にあつては、前項第二号ハ又はニに掲げる関係がある場合における当

該支配関係に限る。）がある場合における当該支配関係（次号に掲げる関係に該当するもの

を除く。）  

二  前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と読み替えた場合における同号に掲

げる関係 












